
「24時間テレビ」草の根チャリティーネットワーク ご登録・ご協力にあたってのお願い

募金活動の告知における規定

草の根チャリティーネットワークは「24時間テレビ」の自主募金活動として多くの方々から
大切な寄付金を預かって頂く重要な窓口です。
「24時間テレビ」の募金活動の広がりと共に、寄付金を預かる側の信憑性や公共性が
求められるようになり、草の根チャリティーネットワークのご参加を希望される場合は、
事前申請・登録手続きにご協力をいただいております。別紙の登録申込書・活動計画確認書に
必要事項をご記入の上、送付先までお送りください。健全な募金活動を維持していくため、
何卒宜しくお願いいたします。「24時間テレビ」の自主募金活動は皆様のご支援・ご協力によって支えられています。

■参加にあたっての禁止事項■

お守りいただけない場合、登録を取消し、翌年以降の登録を行うことができません。

※5 道路使用許可を警察署に申請しなければならない場合がございますので、ご注意ください。

「２４時間テレビ」公認の協力証を発行いたします。

大切な寄付金を安心して預けていただけるよう、
公益社団法人２４時間テレビチャリティー委員会の発行する協力証を
目立つ場所に貼ってください。

見本

お申込み期間：2024年7月5日（金）～2025年5月30日（金）
提出書類：活動計画書

活動報告書提出：2024年9月13日（金）まで
提出書類：活動報告書

ご提出方法：①メールにてデータ（PDFカラー添付）送付 ②原本郵送

※募金活動日が2024年9月以降の場合は、事務局までご連絡ください。
※報告書は活動終了後に振込用紙のコピーと活動時の記録写真を添付の上、ご提出ください。
※ご提出頂けない場合、翌年以降の登録を行うことができません。
※必ず期日内に別紙報告書にご記入の上、ご提出をお願いいたします。

★以下の団体様は必ず事務局までご連絡ください。
①ＨＰ、印刷物(チラシ・ポスター等紙媒体）で募金活動の告知をされる場合
②新規お申込み団体様※お申込書＋イベントの企画書又はチラシを添付の上、ご連絡ください。
※万が一、無断使用や無断作成が発見された場合、登録を取り消し、翌年以降の登録を行うことができません。

① ②

■ＨＰ・印刷物での告知の表現について■

「２４時間テレビ」の冠を付けてイベントを行うことはできません。
皆様が主催するイベントの名称に「２４時間テレビ」という文言を使用しないでください。
イベントの中で行われる活動・コーナーの一つとして、寄付の呼びかけをしていただけますようお願いいたします。

無断転載厳禁

24時間テレビ47 お申込み団体様へ

ＯＫ例
○「２４時間テレビ」草の根チャリティーネットワークに登録しています。
○「２４時間テレビ」の趣旨に賛同し、協力をしています。
○「２４時間テレビ」の募金活動に協力しています。
○■■の期間中「２４時間テレビ」の募金箱を設置しております。

ＮＧ例
×このイベントは「２４時間テレビ」が主催しています。
×「２４時間テレビ」に協賛しています。
×「２４時間テレビ」に後援しています。
※「主催」・「協賛」・「後援」の文言はご使用いただけけません。

■印刷物でのロゴマーク使用について■
※ロゴをご希望の場合はお知らせください。

①のロゴマーク以外の使用は一切認められておりません。
「２４時間テレビ」のＨＰ等からの引用、及び加工は厳禁となっております。
②ロゴマークのサイズ規定は、印刷物のサイズに対し②の赤塗り部分(1/16)の大きさまでOＫとします。
規定以上のサイズでのロゴマーク使用を禁止します。

■ HPでのロゴマーク使用は文言のみです■
「２４時間テレビ」のロゴマーク 及び 日本テレビに関係するロゴ の使用は一切禁止となっております。

書類送付先・お問い合わせ窓口
Email：ntv24htv-volunt@ntve.co.jp （土日祝を除く、3日以内に返信いたします。）
〒105-0021東京都港区東新橋2-5-14新橋山根ビル6F 
㈱日テレイベンツ内 「24時間テレビ」募金ボランティア本部

●ゆうちょ銀行●

振替口座名：「２４時間テレビ」
口座番号：００１６０－５－２４００

●銀行●
振替口座名：「２４時間テレビ委員会」

みずほ銀行         大手町営業部 （普） １８５７３９０
三井住友銀行 丸ノ内支店   （普） ００２２２３１
三菱ＵＦＪ銀行   麹町中央支店   （普） ４３６１９５４
イオン銀行           本店   （普） ０００１２２５

※お振り込みの際、振込者氏名と一緒に「草の根登録Ｎｏ.」をご記入ください。
※ゆうちょ銀行では、寄付金を１年中お預かりしています。
 本店・支店・郵便局窓口で手数料なしで振り込みが可能です。

■ お振込み口座について■

1　グッズの転売禁止 2　無断使用禁止 3　差し引き禁止 4　宣伝禁止 5　申請地以外での活動禁止

24時間テレビのグッズ転売禁止

販売委託契約も行っていません。

ロゴマークと「24時間テレビ」
という文言について、
一切の無断使用を禁止します。

詳しくは右頁をご確認ください。

お預かりした寄付金からの
差し引き行為を禁止します。

また、寄付金以外の物を
預からないで下さい。

募金活動を宣伝活動等の
営利目的に利用することは
できません。
販促物品の製作も厳禁です。
※番組中継などの露出はありません。

活動計画確認書に記入した
実施場所以外での活動禁止。
変更がある場合は必ず
ご連絡ください。
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